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３，３’－ジクロロ-４，４’－ジアミノジフェニルメタン（MOCA） 

による膀胱がんの労災請求勧奨等について(協力依頼) 

 

 日頃より、労働基準行政の推進にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

３，３’－ジクロロ-４，４’－ジアミノジフェニルメタン（以下「MOCA」と

いう。）のばく露と膀胱がんとの関連については、化成品等を製造する事業場に

おいて MOCAを取り扱う業務に従事した複数の労働者から膀胱がんを発症したと

して労災請求があったことを受け、「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱が

んの業務上外に関する検討会」を開催し、医学的知見を報告書として取りまとめ、

令和２年 12月 22日に公表したところです。 

 報告書の公表に伴い、今般、当省において把握している、MOCA を取り扱って

いる又は過去に取り扱っていた 529 事業場に対して、別添１～４を送付するこ

とにより労災請求手続き等の周知を行ったところです。 

 MOCA については、平成 28 年９月 21 日付け基安発 0921 第１号又は同年 10 月

７日付け基安発 1007第３号等により、当省から貴会に対し、健康障害の防止対

策について要請していますが、MOCA は国内の化成品等を製造する事業場におい

て広く使用されているものであるため、貴会傘下の事業場に対しても別添５等

を活用することにより労災請求手続き等の周知をしていただくようお願いいた

します。 

（問い合わせ先） 

厚生労働省労働基準局補償課 

職業病認定対策室 職業病認定業務第二係 

TEL：03-3502-6750 

 



 

事業主の皆さまへ  

  

～ MOCA を取り扱う作業に従事されていた 

労働者等への労災保険制度の周知等のお願いについて ～ 

  

労働基準行政の推進につきまして、平素からご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、国内の化成品等を製造する工場において、３，３’－ジクロロ－４，４’－ジア

ミノジフェニルメタン（MOCA）を取り扱う業務に従事していた労働者に発症した膀胱

がんの労災請求があったことを受け、厚生労働省において、MOCA のばく露と膀胱がん

の発症との関連性について検討を行った結果、令和２年 12 月に、現時点の医学的知見

が、報告書として取りまとめられました。  

この報告書で示された MOCA のばく露と膀胱がんの発症との関連性については、概

ね次のとおりであり、MOCA のばく露により膀胱がんを発症したとして労災請求がなさ

れた事案については、この考え方に基づき業務と膀胱がんの関連性を検討し、労災保険

給付の可否を判断します。  

  

① MOCA のばく露業務に５年以上従事した労働者に発症した膀胱がんは、潜伏期間が

10 年以上認められる場合、その業務が有力な原因となって発症した可能性が高いも

のと考えること。  

② MOCA のばく露業務への従事期間が５年または潜伏期間が 10 年に満たない場合

は、作業内容、ばく露状況、発症時の年齢、既往歴の有無、喫煙の有無などを勘案し

て、業務と膀胱がんとの関連性を検討すること。  
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過去に MOCA を取り扱っていた労働者の中には、膀胱がんを発症された方がいる可

能性があることから、厚生労働省では、MOCA を過去に取り扱っていた、または現在取

り扱っている事業場に対して、所属の労働者、既に退職されている労働者やそのご遺族

の方々に、労災保険制度の周知と労災請求等の勧奨をしていただくよう要請することに

しましたので、貴事業場におかれましても、趣旨をご理解の上、ご協力いただくようお

願い申し上げます。 

※ MOCA により膀胱がんを発症した労働者に関する労災請求権の消滅時効については、報

告書の公表日（令和２年 12 月 22 日）から進行します。 

なお、制度の概要や請求手続き等については、同封のパンフレット「労災保険給付の

概要」、「請求（申請）のできる保険給付等」をご参照いただくとともに、退職された労

働者や、そのご遺族の方々への周知等に当たっては、別添のお知らせの書面をご活用く

ださい。  

また、現在 MOCA を取り扱う業務に従事している労働者で、特殊健康診断等によ

り、膀胱がんと診断された方についても、同封のパンフレット等により、労災保険制度

の周知と労災請求の勧奨をしていただきますようお願いします。  

  

労災保険制度や労災請求の手続き等についてご不明な点がありましたら、最寄りの都

道府県労働局または労働基準監督署までお問い合わせいただきますようお願い申し上げ

ます。  

※ 「労災保険給付の概要」、「請求（申請）のできる保険給付等」のほか、労災補償関係の

パンフレット等については、厚生労働省ホームページにも掲載していますので、必要に応

じてご活用ください。  

また、「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上外に関する検討会」報告書

についても同様に、厚生労働省ホームページに掲載しています。  

 

パンフレット検索方法 

トップページの「テーマ別に探す」→雇用･労働の「労働基準」→施策情報の「労災補償」→

労災補償給付の種類→各種パンフレット・FAQ はこちら 

報告書検索方法 

芳香族アミン検討会で検索→厚生労働省「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業

務上外に関する検討会」→2020（令和２）年 12 月 22 日の報道発表資料 

令和３年３月 厚生労働省労働基準局補償課 



 

参考：MOCA による健康障害防止対策について 

MOCA を現在取り扱っている事業場及び過去に取り扱っていた事業場に対して、以下

の対策をお願いしていますので、改めてご留意頂きますようお願いいたします。 

１ 特化則に基づくばく露防止措置等の徹底（現在取扱事業場） 

  MOCA の製造・取扱いを現在行っている事業場においては、特定化学物質傷

害予防規則（特化則）に基づくばく露防止措置を徹底すること。 

 その際、設備的な対策のみならず、関係労働者の作業方法や保護具の着用・管

理等についても必要な対策を講じること。また、経気道ばく露に限らず、保護手

袋の着用や休憩室への入室の際の付着物の除去など、経皮ばく露や経口ばく露の

防止措置も講じること。 

 

２ 特化則に基づく健康管理の徹底等（現在取扱事業場、過去取扱事業場） 

 現に MOCA を取り扱っている労働者及び過去に取り扱ったことのある労働者

であって現在も雇用しているものに対して、平成 29 年４月から施行された改正

後の特化則に基づく特殊健康診断（膀胱がん等の尿路系の障害（腫瘍等）を予

防・早期発見するための項目が追加されたもの）の実施を徹底すること。 

 なお、MOCA を取り扱ったことのある労働者であって既に退職しているものに

ついては、今後、専門家の意見を聴取し、必要な措置を講じる予定としている

が、それまでの間、特化則に基づく特殊健康診断と同様の内容の検査の受検を勧

奨すること。 

 

３ 特化則に基づく記録の保存期間の延長（現在取扱事業場、過去取扱事業場） 

  膀胱がん有病歴者の中には、MOCA へのばく露から膀胱がんの発症まで 30 年

以上経過していると考えられる者も確認されていることから、MOCA を現在又は

過去に製造し、若しくは取り扱ったことのある事業場においては、特化則に基づ

く MOCA に関する作業の記録、作業環境測定の評価の記録、特殊健康診断の結

果の記録について、法令上の保存期間（30 年間）を経過後も、引き続き、保存

すること。 

令和３年３月 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 



　

♦お問い合わせ先一覧

令和２年12月現在
№ 局署名 郵便番号 住所 電話番号

01 北海道局 060-8566 札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎 （代）011-709-2311

労働基準監督署
札幌中央 060-8587 札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎7階 011-737-1193
札幌東 004-8518 札幌市厚別区厚別中央2条1-2-5 011-894-2817
函　館 040-0032 函館市新川町25-18 函館地方合同庁舎 0138-87-7607
小　樽 047-0007 小樽市港町5-2 小樽地方合同庁舎3階 0134-33-7651
岩見沢 068-0005 岩見沢市5条東15-7-7 岩見沢地方合同庁舎 0126-22-4490
旭　川 078-8505 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎西館6階 0166-99-4706
帯　広 080-0016 帯広市西6条南7丁目3 帯広地方合同庁舎 0155-97-1245
滝　川 073-8502 滝川市緑町2-5-30 0125-24-7361
北　見 090-8540 北見市青葉町6-8 北見地方合同庁舎 0157-88-3985
室　蘭 051-0023 室蘭市入江町1-13 室蘭地方合同庁舎 0143-23-6131
苫小牧 053-8540 苫小牧市港町1-6-15 苫小牧港湾合同庁舎 0144-88-8901
釧　路 085-8510 釧路市柏木町2-12 0154-45-7837
名　寄 096-0014 名寄市西4条南9丁目16番地 01654-2-3186
留　萌 077-0048 留萌市大町2 留萌地方合同庁舎 0164-42-0463
稚　内 097-0001 稚内市末広3-3-1 0162-23-3833
浦　河 057-0034 浦河郡浦河町堺町西1-3-31 0146-22-2113
倶知安支署 044-0011 虻田郡倶知安町南1条東3丁目1番地 倶知安地方合同庁舎4階 0136-22-0206

02 青森局 030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎 （直）017-734-4115

労働基準監督署
青　森 030-0861 青森市長島1-3-5 青森第2合同庁舎8階 017-715-5452
弘　前 036-8172 弘前市大字南富田町5-1 0172-33-6411
八　戸 039-1166 八戸市根城9-13-9 八戸合同庁舎1階 0178-46-3311
五所川原 037-0004 五所川原市大字唐笠柳字藤巻507-5 五所川原合同庁舎3階 0173-35-2309
十和田 034-0082 十和田市西二番町14-12十和田奥入瀬合同庁舎3階 0176-23-2780
む　つ 035-0072 むつ市金谷2-6-15 下北合同庁舎4階 0175-22-3136

03 岩手局 020-8522 盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎 5階 （直）019-604-3009

労働基準監督署
盛　岡 020-8523 盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎 6階 019-907-9213
宮　古 027-0073 宮古市緑ヶ丘5-29 0193-62-6455
釜　石 026-0041 釜石市上中島町4丁目3-50 NTT東日本上中島ビル1階 0193‐23‐0651
花　巻 025-0076 花巻市城内9-27 花巻合同庁舎2階 0198-23-5231
一　関 021-0864 一関市旭町5-11 0191-23-4125
大船渡 022-0002 大船渡市大船渡町字台13-14 0192-26-5231
二　戸 028-6103 二戸市石切所字荷渡6-1 二戸合同庁舎2階 0195-23-4131

04 宮城局 983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎8階 （直）022-299-8843

労働基準監督署
仙　台 983-8507 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎1階 022-299-9074
石　巻 986-0832 石巻市泉町4-1-18 石巻合同庁舎　2階 0225-85-3484
（気仙沼臨時窓口） 988-0077 気仙沼市古町3-3-8気仙沼駅前プラザ 2階 0226-25-6921
古　川 989-6161 大崎市古川駅南2-9-47 0229-22-2112
大河原 989-1246 柴田郡大河原町字新東24-25 0224-53-2154
瀬　峰 989-4521 栗原市瀬峰下田50-8 0228-38-3131

都道府県労働局（労災補償課）・労働基準監督署連絡先一覧



　

令和２年12月現在
№ 局署名 郵便番号 住所 電話番号

都道府県労働局（労災補償課）・労働基準監督署連絡先一覧

05 秋田局 010-0951 秋田市山王7丁目1番3号 秋田合同庁舎 （直）018-883-4275

労働基準監督署
秋　田 010-0951 秋田市山王7-1-4 秋田第2合同庁舎 018-801-0823
能　代 016-0895 能代市末広町4-20 能代合同庁舎 0185-52-6151
大　館 017-0897 大館市字三の丸6-2 0186-42-4033
横　手 013-0033 横手市旭川1-2-23 0182-32-3111
大　曲 014-0063 大仙市大曲日の出町1-3-4 大曲法務合同庁舎1階 0187-63-5151
本　荘 015-0874 由利本荘市給人町17 本荘合同庁舎2階 0184-22-4124

06 山形局 990-8567 山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階 （直）023-624-8227

労働基準監督署
山　形 990-0041 山形市緑町1-5-48 山形地方合同庁舎4階 023-608-5257
米　沢 992-0012 米沢市金池3-1-39 米沢地方合同庁舎3階 0238-23-7120
庄　内 997-0047 鶴岡市大塚町17-27 鶴岡合同庁舎4階 0235-41-2675
新　庄 996-0011 新庄市東谷地田町6-4 新庄合同庁舎3階 0233-22-0227
村　山 995-0021 村山市楯岡楯2-28 村山合同庁舎2階 0237-55-2815

07 福島局 960-8021 福島市霞町1-46 福島合同庁舎5F （直）024-536-4605

労働基準監督署
福　島 960-8021 福島市霞町1-46 福島合同庁舎1F 024-536-4613
郡　山 963-8025 郡山市桑野2-1-18 024-922-1378
いわき 970-8026 いわき市平字堂根町4-11 いわき地方合同庁舎4F 0246-23-2258
会　津 965-0803 会津若松市城前2-10 0242-88-3458
白　河 961-0074 白河市郭内1-124 0248-24-1391
須賀川 962-0834 須賀川市旭町204-1 0248-75-3519
会津（喜多方支署） 966-0896 喜多方市諏訪91 0241-22-4211
相　馬 976-0042 相馬市中村字桜ヶ丘68 0244-36-4175
富  岡 979-1112 双葉郡富岡町中央2-104 0240-22-3003

08 茨城局 310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎5階 （直）029-224-6217

労働基準監督署
水　戸 310-0015 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎3階　 029-277-7917
日　立 317-0073 日立市幸町2-9-4 0294-88-3981
土　浦 300-0805 土浦市宍塚1838　土浦労働総合庁舎4階 029-882-7022
筑　西 308-0825 筑西市下中山581-2 0296-22-4564
古　河 306-0011 古河市東3-7-32 0280-32-3232
常　総 303-0022 常総市水海道淵頭町3114-4 0297-22-0264
龍ヶ崎 301-0005 龍ケ崎市川原代町四区6336-1 0297-62-3331
鹿　嶋 314-0031 鹿嶋市宮中1995-1 鹿嶋労働総合庁舎3階 0299-83-8461

09 栃木局 320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎 3階 （直）028-634-9118

労働基準監督署
宇都宮 320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎 別館 028-346-3169
足　利 326-0807 足利市大正町864 0284-41-1188
栃　木 328-0042 栃木市沼和田町20-24 0282-88-5499
鹿　沼 322-0063 鹿沼市戸張町2365-5 0289-64-3215
大田原 324-0041 大田原市本町2-2828-19 0287-22-2279
日　光 321-1261 日光市今市305-1 0288-22-0273
真　岡 321-4305 真岡市荒町5203 0285-82-4443



　

令和２年12月現在
№ 局署名 郵便番号 住所 電話番号

都道府県労働局（労災補償課）・労働基準監督署連絡先一覧

10 群馬局　 371-8567 前橋市大手町2丁目3番1号 前橋地方合同庁舎8F （直）027-896-4738

労働基準監督署
高　崎　 370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎3F 027-367-2314
前　橋　 371-0026 前橋市大手町2丁目3番1号 前橋地方合同庁舎7F 027-896-4537
前橋伊勢崎分庁舎 372-0024 伊勢崎市下植木町517 0270-25-3363
桐　生　 376-0045 桐生市末広町13番地5 桐生地方合同庁舎1F 0277-44-3523
太　田　 373-0817 太田市飯塚町104-1 0276-58-9730
沼　田　 378-0031 沼田市薄根町4468-4 0278-23-0323
藤　岡　 375-0014 藤岡市下栗須124-10 0274-22-1418
中之条　 377-0424 吾妻郡中之条町中之条664-1 0279-75-3034

11 埼玉局 330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー15F （直）048-600-6207

労働基準監督署
さいたま 330-6014 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー14F （直）048-600-4802
川　口 332-0015 川口市川口2-10-2 （直）048-252-3804
熊　谷 360-0856 熊谷市別府5-95 048-533-3611
川　越 350-1118 川越市豊田本1-19-8 川越地方合同庁舎2Ｆ （直）049-242-0893
春日部 344-8506 春日部市南3-10-13 （直）048-735-5228
所　沢 359-0042 所沢市並木6-1-3 所沢地方合同庁舎3Ｆ （直）04-2995-2586
行　田 361-8504 行田市桜町2-6-14 048-556-4195
秩　父 368-0024 秩父市上宮地町23-24 0494-22-3725

12 千葉局 260-8612 千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎3階 （直）043-221-4313

労働基準監督署
千　葉 260-8506 千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎3階 043-308-0673
船　橋 273-0022 船橋市海神町2-3-13 047-431-0183
柏 277-0005 柏市柏255-31 04-7163-0248
銚　子 288-0041 銚子市中央町8-16　銚子労働総合庁舎4階 0479-22-8100
木更津 292-0831 木更津市富士見2-4-14 木更津地方合同庁舎3階 0438-80-2831
茂　原 297-0018 茂原市萩原町3-20-3 0475-22-4551
成　田 286-0134 成田市東和田553-4 0476-22-5666
東　金 283-0005 東金市田間65 0475-52-4358

13 東京局 102-8306 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎13階 （直）03-3512-1617

労働基準監督署
中　央 112-8573 文京区後楽1-9-20　飯田橋合同庁舎7階 03-5803-7383
上　野 110-0008 台東区池之端1-2-22 上野合同庁舎7階 03-6872-1316
三　田 108-0014 港区芝5-35-2 安全衛生総合会館3階 03-3452-5472
品　川 141-0021 品川区上大崎3-13-26 03-3443-5744
大　田 144-8606 大田区蒲田5-40-3 月村ビル9階 03-3732-0173
渋　谷 150-0041 渋谷区神南1-3-5 渋谷神南合同庁舎6階 03-3780-6507
新　宿 169-0073 新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎5階 03-3361-4402
池　袋 171-8502 豊島区池袋4-30-20 豊島地方合同庁舎1階 03-3971-1259
王　子 115-0045 北区赤羽2-8-5 03-6679-0226
足　立 120-0026 足立区千住旭町4-21 足立地方合同庁舎4階 03-3882-1189
向　島 131-0032 墨田区東向島4-33-13 03-5630-1033
亀　戸 136-8513 江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ8階 03-3637-8132
江戸川 134-0091 江戸川区船堀2-4-11 03-6681-8232
八王子 192-0046 八王子市明神町3-8-10 042-680-8923
立　川 190-8516 立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎3階 042-523-4474
青　梅 198-0042 青梅市東青梅2-6-2 0428-28-0392
三　鷹 180-8518 武蔵野市御殿山1-1-3 クリスタルパークビル3階 0422-67-3422
町田支署 194-0022 町田市森野2-28-14 町田地方合同庁舎2階 042-718-8592
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14 神奈川局 231-8434 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎8階 （直）045-211-7355

労働基準監督署
横浜南 231-0003 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎9階 045-211-7376
鶴　見 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2-6-18 045-279-5487
川崎南 210-0012 川崎市川崎区宮前町8-2 044-244-1272
川崎北 213-0001 川崎市高津区溝口1-21-9 044-382-3192
横須賀 238-0005 横須賀市新港町1-8 横須賀地方合同庁舎5階 046-823-0858
横浜北 222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-6 横浜港北地方合同庁舎3階 045-474-1253
平　塚 254-0041 平塚市浅間町10-22 平塚地方合同庁舎3階 0463-43-8616
藤　沢 251-0054 藤沢市朝日町5-12 藤沢労働総合庁舎3階 0466-97-6749
小田原 250-0011 小田原市栄町1-1-15ミナカ小田原9階 0465-22-7151
厚　木 243-0018 厚木市中町3-2-6 厚木Tビル5階 046-401-1642
相模原 252-0236 相模原市中央区富士見6-10-10 相模原地方合同庁舎4階 042-861-8632
横浜西 240-8612 横浜市保土ヶ谷区岩井町1-7 保土ヶ谷駅ビル4階 045-332-9311

15 新潟局 950-8625 新潟市中央区美咲町1-2-1　新潟美咲合同庁舎2号館3階 （直）025-288-3506

労働基準監督署
新　潟 950-8624 新潟市中央区美咲町1-2-1　新潟美咲合同庁舎2号館2階 025-288-3574
長　岡 940-0082 長岡市千歳1-3-88　長岡地方合同庁舎7階 0258-33-8711
上　越 943-0803 上越市春日野1-5-22 上越地方合同庁舎3階 025-524-2111
三　条 955-0055 三条市塚野目2-5-11 0256-32-1150
新発田 957-8506 新発田市日渡96 新発田地方合同庁舎3階 0254-27-6680
新　津 956-0864 新潟市秋葉区新津本町4-18-8 新津労働総合庁舎3階 0250-22-4161
小　出 946-0004 魚沼市大塚新田87-3 025-792-0241
十日町 948-0073 十日町市稲荷町2-9-3 025-752-2079
佐　渡 952-0016 佐渡市原黒333-38 0259-23-4500

16 富山局 930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎3階 （直）076-432-2739

労働基準監督署
富　山 930-0008 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎2階 076-432-9143
高　岡 933-0046 高岡市中川本町10-21 高岡法務合同庁舎2階 0766-89-1332
魚　津 937-0801 魚津市新金屋1-12-31 魚津合同庁舎4階 0765-22-0579
砺　波 939-1367 砺波市広上町5-3 0763-32-3323

17 石川局 920-0024 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階 （直）076-265-4426

労働基準監督署
金　沢 921-8013 金沢市新神田4-3-10 金沢新神田合同庁舎3階 076-292-7938
小　松 923-0868 小松市日の出町1-120 小松日の出合同庁舎7階 0761-22-4317
七　尾 926-0852 七尾市小島町西部2 七尾地方合同庁舎2階 0767-52-3294
穴　水 927-0027 鳳珠郡穴水町川島キ84 穴水地方合同庁舎2階 0768-52-1140

18 福井局 910-8559 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎 （直）0776-22-2656

労働基準監督署
福　井 910-0842 福井市開発1-121-5 0776-54-7857
敦　賀 914-0055 敦賀市鉄輪町1-7-3 敦賀駅前合同庁舎2階 0770-22-0745
武　生 915-0814 越前市中央1-6-4 0778-23-1440
大　野 912-0052 大野市弥生町1-31 0779-66-3838

19 山梨局 400-8577 甲府市丸の内1丁目1番11号 （直）055-225-2856

労働基準監督署
甲　府 400-8579 甲府市下飯田2-5-51 055-224-5619
都　留 402-0005 都留市四日市場23-2 0554-43-2195
鰍　沢 400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢655-50 0556-22-3181
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20 長野局 380-8572 長野市中御所1丁目22-1 （直）026-223-0556

労働基準監督署
長　野　 380-8573 長野市中御所1丁目22-1 026-474-9939
松　本　 390-0852 松本市大字島立1696 0263-44-1253
岡　谷　 394-0027 岡谷市中央町1-8-4 0266-22-3454
上　田　 386-0025 上田市天神2-4-70 上田労働総合庁舎 0268-22-0338
飯　田　 395-0051 飯田市高羽町6-1-5 飯田高羽合同庁舎3階 0265-22-2635
中　野　 383-0022 中野市中央1-2-21 0269-22-2105
小　諸　 384-0017 小諸市三和1-6-22 0267-22-1760
伊　那　 396-0015 伊那市中央5033-2 0265-72-6181
大　町　 398-0002 大町市大町2943-5 大町地方合同庁舎4階 0261-22-2001

21 岐阜局 500-8723 岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階 （直）058-245-8105

労働基準監督署
岐　阜 500-8157 岐阜市五坪1-9-1 岐阜労働総合庁舎3階 058-247-2370
大　垣 503-0893 大垣市藤江町1-1-1 0584-80-5082
高　山 506-0009 高山市花岡町3-6-6 0577-32-1180
多治見 507-0037 多治見市音羽町5-39-1 多治見労働総合庁舎3階 0572-22-6381
関 501-3803 関市西本郷通3-1-15 0575-22-3251
恵　那 509-7203 恵那市長島町正家1-3-12 恵那合同庁舎2階 0573-26-2175
岐阜八幡 501-4235 郡上市八幡町有坂1209-2 郡上八幡地方合同庁舎3階 0575-65-2101

22 静岡局 420-8639 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎 3階 （直）054-254-6369

労働基準監督署
浜　松 430-8639 浜松市中区中央1-12-4 浜松合同庁舎8階 053-456-8150
静　岡 420-0858 静岡市葵区伝馬町24-2相川伝馬町ビル2階・3階 054-252-8108
沼　津 410-0831 沼津市市場町9-1 沼津合同庁舎4階 055-933-5830
三　島 411-0033 三島市文教町1-3-112 三島労働総合庁舎3階 055-916-7343
(下田駐在事務所) 415-0036 下田市西本郷2-5-33 下田地方合同庁舎1階 0558-22-0649
富　士 417-0041 富士市御幸町13-28 0545-51-2255
磐　田 438-8585 磐田市見付3599-6 磐田地方合同庁舎4階 0538-82-3087
島　田 427-8508 島田市本通1丁目4677-4 島田労働総合庁舎3階 0547-41-4913

23 愛知局 460-0008 名古屋市中区栄2丁目3番1号 名古屋広小路ビルヂング11階 （直）052-855-2147

労働基準監督署
名古屋北 461-8575 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館8階 052-961-8655
名古屋南 455-8525 名古屋市港区港明1-10-4 052-651-9209
名古屋東 468-8551 名古屋市天白区中平5-2101 052-800-0794
名古屋西 453-0813 名古屋市中村区二ッ橋町3-37 052-481-9534
豊　橋 440-8506 豊橋市大国町111 豊橋地方合同庁舎6階 0532-54-1194
岡　崎 444-0813 岡崎市羽根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎5階 0564-52-3163
一　宮 491-0903 一宮市八幡4-8-7 一宮労働総合庁舎2階 0586-80-8092
半　田 475-8560 半田市宮路町200-4 半田地方合同庁舎3階 0569-55-7392
刈　谷 448-0858 刈谷市若松町1-46-1 刈谷合同庁舎3階 0566-80-9844
豊　田 471-0867 豊田市常盤町3-25-2 0565-30-7112
瀬　戸 489-0881 瀬戸市熊野町100 0561-82-2103
津　島 496-0042 津島市寺前町3-87-4 0567-26-4155
江　南 483-8162 江南市尾崎町河原101 0587-54-2443
西尾支署 445-0072 西尾市徳次町下十五夜13 0563-57-7161
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24 三重局 514-8524 津市島崎町327番2 津第二地方合同庁舎 (直)059-226-2109

労働基準監督署
四日市 510-0064 四日市市新正2-5-23 059-351-1661
松　阪 515-0011 松阪市高町493-6 松阪合同庁舎3階 0598-51-0015
津 514-0002 津市島崎町327番2 津第二地方合同庁舎1階 059-227-1286
伊　勢 516-0008 伊勢市船江1-12-16 0596-28-2164
伊　賀 518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1507-3 伊賀上野地方合同庁舎1階 0595-21-0803
熊　野 519-4324 熊野市井戸町672-3 0597-85-2277

25 滋賀局 520-0806 大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎 （直）077-522-6630

労働基準監督署
大　津 520-0806 大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎3階 077-522-6644
彦　根 522-0054 彦根市西今町58-3 彦根地方合同庁舎3階 0749-22-0654
東近江 527-8554 東近江市八日市緑町8-14 0748-41-3367

26 京都局 604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451 （直）075-241-3217

労働基準監督署
京都上 604-8467 京都市中京区西ノ京大炊御門町19-19 075-462-5125
京都下 600-8007 京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60番地 日本生命四条ビル5階 075-254-3198
京都南 612-8108 京都市伏見区奉行前町6番地 075-601-8324
福知山 620-0035 福知山市内記1丁目10-29 福知山地方合同庁舎4階 0773-22-2181
舞　鶴 624-0946 舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎6階 0773-75-0680
丹　後 627-0012 京丹後市峰山町杉谷147-14 0772-62-1214
園　部 622-0003 南丹市園部町新町118-13 0771-62-0567

27 大阪局 540-8527 大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎第2号館9階 （直）06-6949-6507

労働基準監督署
大阪中央 540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1-15-10 06-7669-8728
大阪南 557-8502 大阪市西成区玉出中2-13-27 06-7688-5582
天　満 530-6007 大阪市北区天満橋1-8-30　OAPタワー7階 06-7713-2005
大阪西 550-0014 大阪市西区北堀江1-2-19　アステリオ北堀江ビル9階 06-7713-2023
西野田 554-0012 大阪市此花区西九条5-3-63 06-7669-8788
淀　川 532-8507 大阪市淀川区西三国4-1-12 06-7668-0270
東大阪 577-0809 東大阪市永和2-1-1　東大阪商工会議所３階 06-7713-2027
岸和田 596-0073 岸和田市岸城町23-16 072-498-1014
堺 590-0078 堺市堺区南瓦町2-29 堺地方合同庁舎3階 072-340-3835
羽曳野 583-0857 羽曳野市誉田3-15-17 072-942-1309
北大阪 573-8512 枚方市東田宮1-6-8 072-391-5827
泉大津 595-0025 泉大津市旭町22-45 テクスピア大阪6階 0725-27-1212
茨　木 567-8530 茨木市上中条2-5-7 072-604-5310

28 兵庫局 650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー16階 （直）078-367-9155

労働基準監督署
神戸東 650-0024 神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎3階 078-332-5353
神戸西 652-0802 神戸市兵庫区水木通10-1-5 078-576-1831
尼　崎 660-0892 尼崎市東難波町4-18-36 尼崎地方合同庁舎 06-6481-1541
姫　路 670-0947 姫路市北条1-83 079-224-1481
伊　丹 664-0881 伊丹市昆陽1-1-6 伊丹労働総合庁舎 072-772-6224
西　宮 662-0942 西宮市浜町7-35 西宮地方合同庁舎 0798-24-8603
加古川 675-0017 加古川市野口町良野1737 079-422-5001
西　脇 677-0015 西脇市西脇885-30 西脇地方合同庁舎 0795-22-3366
但　馬 668-0031 豊岡市大手町9-15 0796-22-5145
相　生 678-0031 相生市旭1-3-18 相生地方合同庁舎 0791-22-1020
淡　路 656-0014 洲本市桑間280-2 0799-22-2591



　

令和２年12月現在
№ 局署名 郵便番号 住所 電話番号

都道府県労働局（労災補償課）・労働基準監督署連絡先一覧

29 奈良局 630-8113 奈良市法蓮町163-1 新大宮愛正寺ビル3階 （直）0742-32-1910

労働基準監督署
奈　良 630-8301 奈良市高畑町552 奈良第2地方合同庁舎 0742-85-6445
葛　城 635-0095 大和高田市大中393 0745-52-5891
桜　井 633-0062 桜井市粟殿1012 0744-42-6901
大　淀 638-0821 吉野郡大淀町下渕364-1 0747-52-0261

30 和歌山局 640-8581 和歌山市黒田2-3-3 和歌山労働総合庁舎2階 （直）073-488-1153

労働基準監督署
和歌山 640-8582 和歌山市黒田2-3-3 和歌山労働総合庁舎1階 073-407-2202
御　坊 644-0011 御坊市湯川町財部1132 0738-22-3571
橋　本 648-0072 橋本市東家6-9-2 0736-32-1190
田　辺 646-8511 田辺市明洋2-24-1 0739-22-4694
新　宮 647-0033 新宮市清水元1-2-9 0735-22-5295

31 鳥取局 680-8522 鳥取市富安2丁目89-9 （直）0857-29-1706

労働基準監督署
鳥　取 680-0845 鳥取市富安2-89-4 鳥取第1地方合同庁舎4階 0857-24-3211
米　子 683-0067 米子市東町124-16 米子地方合同庁舎5階 0859-59-0023
倉　吉 682-0816 倉吉市駄経寺町2-15 倉吉地方合同庁舎3階 0858-22-6274

32 島根局 690-0841 松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎5階 （直）0852-31-1159

労働基準監督署
松　江 690-0841 松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎2階 0852-31-1254
出　雲 693-0028 出雲市塩冶善行町13-3 出雲地方合同庁舎4階 0853-21-1240
浜　田 697-0026 浜田市田町116-9 0855-22-1840
益　田 698-0027 益田市あけぼの東町4-6 益田地方合同庁舎3階 0856-22-2351

33 岡山局 700-8611 岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎 （直）086-225-2019

労働基準監督署
岡　山 700-0913 岡山市北区大供2-11-20 086-225-0593
倉　敷 710-0047 倉敷市大島407-1 086-422-8179
津　山 708-0022 津山市山下9-6 津山労働総合庁舎 0868-22-7157
笠　岡 714-0081 笠岡市笠岡5891 笠岡労働総合庁舎 0865-62-4196
和　気 709-0442 和気郡和気町福富313 0869-93-1358
新　見 718-0011 新見市新見811-1 0867-72-1136

34 広島局 730-8538 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階 （直）082-221-9245

労働基準監督署
広島中央 730-8528 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館1階 082-221-2461
呉 737-0051 呉市中央3-9-15呉地方合同庁舎5階 0823-88-2941
福　山 720-8503 福山市旭町1-7 084-923-0214
三　原 723-0016 三原市宮沖2-13-20 0848-63-3939
尾　道 722-0002 尾道市古浜町27-13 尾道地方合同庁舎 0848-22-4158
三　次 728-0013 三次市十日市東1-9-9 0824-62-2104
広島北 731-0223 広島市安佐北区可部南3-3-28 082-812-2115
廿日市 738-0024 廿日市市新宮1-15-40 廿日市地方合同庁舎 0829-32-1155



　

令和２年12月現在
№ 局署名 郵便番号 住所 電話番号

都道府県労働局（労災補償課）・労働基準監督署連絡先一覧

35 山口局 753-8510 山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館 （直）083-995-0374

労働基準監督署
下　関 750-8522 下関市東大和町2-5-15 083-237-2167
宇　部 755-0044 宇部市新町10-33 宇部地方合同庁舎4階 0836-48-0090
徳　山 745-0844 周南市速玉町3-41 0834-21-1788
下　松 744-0078 下松市西市2-10-25 0833-41-1780
岩　国 740-0027 岩国市中津町2-15-10 0827-24-1133
山　口 753-0088 山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎1号館 083-600-0362
萩 758-0074 萩市大字平安古町599-3 萩地方合同庁舎 0838-22-0750

36 徳島局 770-0851 徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎 （直）088-652-9144

労働基準監督署
徳　島 770-8533 徳島市万代町3-5 徳島第2地方合同庁舎 088-638-2684
鳴　門 772-0003 鳴門市撫養町南浜字馬目木119-6 088-686-5164
三　好 778-0002 三好市池田町マチ2429-12 0883-72-1105
阿　南 774-0011 阿南市領家町本荘ヶ内120-6 0884-22-0890

37 香川局 760-0019 高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館3階 （直）087-811-8921

労働基準監督署
高　松 760-0019 高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館2階 087-811-8948
丸　亀 763-0034 丸亀市大手町3-1-2 0877-22-6244
坂　出 762-0003 坂出市久米町1-15-55 0877-46-3196
観音寺 768-0060 観音寺市観音寺町甲3167-1 0875-25-2138
東かがわ 769-2601 東かがわ市三本松591-1 大内地方合同庁舎3階 0879-25-3137

38 愛媛局 790-8538 松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎5階 （直）089-935-5206

労働基準監督署
松　山 791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階 089-918-2461
新居浜 792-0025 新居浜市一宮町1-5-3 0897-38-2791
今　治 794-0042 今治市旭町1-3-1 0898-32-4560
八幡浜 796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10 0894-22-1750
宇和島 798-0036 宇和島市天神町4-40　宇和島地方合同庁舎3階 0895-22-4655

39 高知局 781-9548 高知市南金田1-39 （直）088-885-6025

労働基準監督署
高　知 781-9526 高知市南金田1-39 088-800-1381
須　崎 785-8511 須崎市緑町7-11 0889-42-1866
四万十 787-0012 四万十市右山五月町3-12 中村地方合同庁舎 0880-35-3148
安　芸 784-0001 安芸市矢の丸2-1-6 安芸地方合同庁舎 0887-35-2128

40 福岡局 812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館4階 （直）092-411-4799

労働基準監督署
福岡中央 810-8605 福岡市中央区長浜2-1-1 092-761-5604
大牟田 836‐8502 大牟田市小浜町24-13 0944-53-3987
久留米 830-0037 久留米市諏訪野町2401 0942-90-0235
飯　塚 820-0018 飯塚市芳雄町13-6 飯塚合同庁舎4階 0948-22-3200
北九州西 806-8540 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10 八幡労働総合庁舎3階 093-285-3791
北九州東 803-0814 北九州市小倉北区大手町13-26 小倉第2合同庁舎5階 093-288-5612
門司支署 800-0004 北九州市門司区北川町1-18 093-381-5361
田　川 825-0013 田川市中央町4-12 0947-42-0380
直　方 822-0017 直方市殿町9-17 0949-22-0544
行　橋 824-0005 行橋市中央1-12-35 0930-23-0454
八　女 834-0047 八女市稲富132 0943-23-2121
福岡東 813-0016 福岡市東区香椎浜1-3-26 092-687-5346
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№ 局署名 郵便番号 住所 電話番号

都道府県労働局（労災補償課）・労働基準監督署連絡先一覧

41 佐賀局 840-0801 佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎4階 （直）0952-32-7193

労働基準監督署
佐　賀 840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎3階 0952-32-7141
唐　津 847-0861 唐津市二タ子3丁目214番地６　唐津港湾合同庁舎1階 0955-73-2179
武　雄 843-0023 武雄市武雄町昭和758 0954-22-2165
伊万里 848-0027 伊万里市立花町大尾1891-64 0955-23-4155

42 長崎局 850-0033 長崎市万才町7-1 ＴＢＭ長崎ビル （直）095-801-0034

労働基準監督署
長　崎 852-8542 長崎市岩川町16-16 長崎合同庁舎2階 095-846-6386
（五島駐在事務所） 853-0015 五島市東浜町2-1-1福江地方合同庁舎 0959-72-2951
佐世保 857-0041 佐世保市木場田町2-19 佐世保合同庁舎3階 0956-24-4161
江　迎 859-6101 佐世保市江迎町長坂123-19 0956-65-2141
島　原 855-0033 島原市新馬場町905-1 0957-62-5145
諫　早 854-0081 諫早市栄田町47-37 0957-26-3310
対　馬 817-0016 対馬市厳原町東里341-42 厳原地方合同庁舎 0920-52-0234
（壱岐駐在事務所） 811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触620-4壱岐地方合同庁舎 0920-47-0467

43 熊本局 860‐8514 熊本市西区春日2-10-1　熊本地方合同庁舎A棟9階 （直）096-355-3183

労働基準監督署
熊　本 862-8688 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第2合同庁舎5階 096-206-9821
八　代 866-0852 八代市大手町2丁目3番11号 0965-32-3151
玉　名 865-0016 玉名市岩崎273 玉名合同庁舎5階 0968-73-4411
人　吉 868-0014 人吉市下薩摩瀬町1602-1 人吉労働総合庁舎2階 0966-22-5151
天　草 863-0050 天草市丸尾町16-48 天草労働総合庁舎2階 0969-23-2266
菊　池 861-1306 菊池市大琳寺236-4 0968-28-2669

44 大分局 870-0037 大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル6階 （直）097-536-3214

労働基準監督署
大　分　 870-0016 大分市新川町2-1-36 大分合同庁舎2階 097-535-1514
中　津　 871-0031 中津市大字中殿550番地20 中津合同庁舎2階 0979-22-2720
佐　伯　 876-0811 佐伯市鶴谷町1-3-28 佐伯労働総合庁舎3階 0972-22-3421
日　田　 877-0012 日田市淡窓1-1-61 0973-22-6191
豊後大野　 879-7131 豊後大野市三重町市場1225-9 三重合同庁舎4階 0974-22-0153

45 宮崎局 880-0805 宮崎市橘通東3丁目1番22号 宮崎合同庁舎2階 （直）0985-38-8837

労働基準監督署
宮　崎 880-0813 宮崎市丸島町1-15 0985-44-2915
延　岡 882-0803 延岡市大貫町1-2885-1 0982-34-3331
都　城 885-0072 都城市上町2街区11号 都城合同庁舎6階 0986-23-0192
日　南 887-0031 日南市戸高1丁目3番17号 0987-23-5277

46 鹿児島局 892-0842 鹿児島市東千石町14-10 天文館大樹生命南国テレホンビル5階 （直）099-223-8280

労働基準監督署
鹿児島 890-8545 鹿児島市薬師1-6-3 099-803-9632
川　内 895-0063 薩摩川内市若葉町4-24 川内合同庁舎4階 0996-22-3225
鹿　屋 893-0064 鹿屋市西原4-5-1 鹿屋合同庁舎5階 0994-43-3385
加治木 899-5211 姶良市加治木町新富町98-6 0995-63-2035
名　瀬 894-0036 奄美市名瀬長浜町1-1 名瀬合同庁舎3階 0997-52-0574

47 沖縄局 900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 （直）098-868-3559

労働基準監督署
那　覇 900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎（1号館）2階 098-868-8040
沖　縄 904-0003 沖縄市住吉1-23-1 沖縄労働総合庁舎3階 098-982-1263
名　護 905-0011 名護市字宮里452-3 名護地方合同庁舎1階 0980-52-2691
宮　古 906-0013 宮古島市平良字下里1016 平良地方合同庁舎1階 0980-72-2303
八重山 907-0004 石垣市登野城55-4 石垣地方合同庁舎2階 0980-82-2344
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複数業務要因災害

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    疾病、障害または死亡（以下「傷

病等」）をいいます。



付随



　複数業務要因災害とは、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする傷病等のこと
をいいます。なお、対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。

　業務上疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触することによって起こるものであること
から、少なくともその有害因子にさらされた後に発症したものでなければなりません。

　複数事業労働者とは、傷病等が生じた時点において、事業主が同一でない複数の事業場に
同時に使用されている労働者をいいます。
　したがって、労働者として就業しつつ、同時に労働者以外の働き方で就業している者につい
ては、複数事業労働者に該当しません。また、転職等、複数の事業場に同時に使用されてい
ない者についても、複数事業労働者には該当しません。

複数業務要因災害について

① 複数事業労働者に該当すること

　複数の事業場の業務上の負荷（労働時間やストレス等）を総合的に評価して、労災と認定で
きるか判断します。なお、複数事業労働者の方でも、1 つの事業場のみの業務上の負荷を評
価し業務上と認められる場合はこれまで通り業務災害として労災認定されます。

② 複数の事業の業務を要因とする傷病等とは





要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護
（継続的にまたは反復して行われるものに限る）







※

※

※療養のため通院したときは、通院費が支給される場合があります。

業務災害、 複数業務要因災害または通

勤災害により死亡したとき

業務災害、複数業務要因災害または通勤

災害による傷病が治ゆ（症状固定）した後

に障害等級第8級から第14級までに該当

する障害が残ったとき

業務災害、複数業務要因災害または通勤

災害による傷病が治ゆ（症状固定）した後

に障害等級第1級から第7級までに該当

する障害が残ったとき

業務災害、複数業務要因災害または通勤

災害による傷病の療養のため労働すること

ができず、賃金を受けられないとき

業務災害、複数業務要因災害または通勤災害

による傷病により療養するとき（労災病院や労災

保険指定医療機関等以外で療養を受けるとき）

業務災害、複数業務要因災害または通勤災害

による傷病により療養するとき（労災病院や労災

保険指定医療機関等で療養を受けるとき）

療養（補償）等給付

休業（補償）等給付

障害（補償）等

年金

障害（補償）等

一時金

遺族（補償）等

年金

遺族（補償）等

一時金

等

給

付

葬 祭 料 等

（ 葬 祭 給 付 ）

業務災害、 複数業務要因災害または通

勤災害により死亡した人の葬祭を行うとき

　遺族（補償）等年金を受け得る遺族が

ないとき

　遺族（補償）等年金を受けている人が

失権し、かつ、他に遺族（補償）等年金

を受け得る人がない場合であって、すで

に支給された年金の合計額が給付基礎

日額の1000日分に満たないとき

等

給

付



166,950 171,650

72,990 73,090
72,990 73,090

83,480 85,780

36,500 36,500
36,500 36,500

令和３ 令和３ からの

業務災害、複数業務要因災害または通勤

災害による傷病が療養開始後1年6か月

を経過した日または同日後において次の

各号のいずれにも該当するとき

障害（補償）等年金または傷病（補償）等

年金受給者のうち第1級の者または第2級

の精神・神経の障害および胸腹部臓器の

障害の者であって、現に介護を受けている

とき

傷病（補償）等年金

介護（補償）等給付

治ゆ



等 等

等

等 等等

　なお、複数事業労働者の給付基礎日額については、原則、複数就業先に係る給付基礎日額
に相当する額を合算した額となります。

　算定基礎日額とは、原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生し

　なお、複数事業労働者の算定基礎日額については、原則、複数就業先に係る算定基礎年額に
相当する額を合算した額を 365 で割った額となります。



※船員法の適用を受ける船員
については対象外

治ゆ

治ゆ

治ゆ 治ゆ

労災病院や

労災保険指

定医療機関

等で療養を

受けるとき

労災病院や

労災保険指

定医療機関

等以外で療

養を受ける

とき

等

等

等

業務災害・複数業務要因災害・通勤災害による傷病等

療養（補償）等給付

障害（補償）等給付遺族（補償）等給付 葬祭料等

休業（補償）等給付

傷病（補償）等年金

介護（補償）等給付



※

※の様式には個人番号を記入していただく必要があります。

※

※

費

療養（補償）等

給 付

休業（補償）等

給 付

障害（補償）等

給 付

遺族（補償）等

給 付

介護（補償）等

給 付

葬 祭 料 等

（ 葬 祭 給 付 ）

給付及び複数事業労働者療養給付

給付及び複数事業労働者療養給付

7号

給付・複数事業労働者休業給付

※給付・複数事業労働者障害給付

年金・複数事業労働者遺族年金

金・複数事業労働者遺族一時金

料又は複数事業労働者葬祭給付

給付・複数事業労働者介護給付

費用

用





○療養の費用・休業（補償）等給付・障害（補償）等給付・遺族（補償）等給付・葬祭料等（葬祭給付）・

　介護（補償）等給付の各請求書

等給付
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④ 二次健康診断等の
　 結果（事業主に提出）



（葬祭給付）

6.　個人番号が記載された請求書等の取扱いについて
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複数業務要因災害

複数の会社等に雇用されている労働者（複数事業労働者）の取扱い
　複数事業労働者（事業主が同一でない複数の事業に同時に使用されている労働者）の方につ
いて、１つの事業場のみの業務上の負荷を評価し、業務災害に当たるかどうか、労災認定の判
断をします。
　また、１つの事業場のみの業務上の負荷を評価して業務災害に当たらない場合に、複数の事
業場の業務上の負荷（労働時間やストレス等）を総合的に評価して労災認定できるかを判断し
ます。これにより労災認定されるときには、「複数業務要因災害」として各種保険給付が支給
されます。
　なお、複数業務要因災害の対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。
　複数事業労働者に係る保険給付額は、すべての就業先における賃金を基に決定されます。

　くわしくは、厚生労働省ホームページ掲載の「複数事業労働者への労災保険給付　分か
りやすい解説」をご覧ください。
（https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf）
　トップページ「分野別の政策一覧」雇用・労働＞労働基準＞労災補償＞労働者災害補償
保険法の改正について～複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります～＞各
種リーフレット



労災保険

等
等

複数業務要因災害の場合は「複数事業労働者療養給付」、
ゆ



･複数業務要因災害

･複数業務要因災害

等



例１

等

等

＜例2＞ 会社Aと会社Bの2社に就業している複数事業労働者で、会社Aからは月20万円、会社B
からは月10万円の賃金を受けており、賃金締切日が毎月末日で、事故が7月に発生した場合

　　会社Aの給付基礎日額は、
　　（20万円）×3か月÷91日［４月（30日）＋5月（31日）＋6月（30日）］
　　＝6,593.40円
　　会社Bの給付基礎日額は、
　　（10万円）×3か月÷91日［４月（30日）＋5月（31日）＋6月（30日）］
　　＝3,296.70円

　　合算した後の給付基礎日額
　　6,593.40円+3,296.70円≒9,891円

＜支給内容＞
　休業日4日目から、休業1日につき給付基礎日額の80％（保険給付60％＋特別支給金20％）を支給し
ます。なお、複数事業労働者の場合は、複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の80
％（保険給付60％＋特別支給金20％）を支給します。

＜留意点＞
　休業の初日から3日目までは労災保険からの支給はありません。この間（待期期間）は、業務災害の場
合、事業主が休業補償（1日につき平均賃金の60％）を行うことになります。ただし、複数業務要因災
害・通勤災害の場合には、事業主の補償責任についての法令上の規定はありません。



等

等

･複数業務
要因災害



申請方法



1,000

1,000 1,000

1,000

1,000

等給付

等

等

等 等

等

等

等
等

等

等



2

2

1

等給付

等

等

等

等

等

等

等

･複数業務要因災害

･複数業務要因災害

等



申請方法

等

または２ もしくは

等

等

等

等

２
または



等 等
等
等

等
等

等



3

申請方法

14,000
18,000
17,000
39,000

15,000
14,000
30,000

令和3

等

等

等

等

等 等

申請方法

等 等

等

等

等

等

等

等

13,000



ゆ

ゆ

ゆ

ゆ

ゆ

ゆ

等

等

等

等

等

等

等



申請方法

等

ゆ

等

等

ゆ

ゆ

等

･検査

事前に

一定の要件を満たす場合は、診療等に要した



等

等
･複数業務要因災害



3令和３

72,990
36,500

166,950
83,480

等

等

等

ゆ

ゆ

ゆ

等

等



申請方法

申請方法

受けていて、一定の要件を満たす場合

等

等

等

購入（修理）に要した

、外科後処置

処置・診療に要した

等

ゆ

事前に



る必要があるとき、原則として１年以内の期間、１か月に５回を限度として、はり・きゅう施術を

自己負担なしで受けられます。

等

ゆ

ゆ
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等

等

等

等

等

等

･複数事業労働者遺族年金
･複数事業労働者遺族年金

機関

･複数事業労働者障害給付

受給権者



     

 

MOCA を取り扱う業務に従事されていた労働者の皆様

またはそのご家族の皆様へのお知らせ 

  

   

MOCA を取り扱う業務に ５年以上従事し、10 年以上の潜伏期間を経て膀胱がん

（※）を発症した場合には、その労働者の方に対して、労災保険から治療費や休業補

償などの保険給付が支給されることがあります。 

また、上記の業務に従事していた労働者の方が、膀胱がんが原因で死亡した場合に

は、そのご遺族に対する遺族補償として保険給付が支給されることがあります。 

  

（※）MOCA を取り扱う業務に従事した期間が５年または膀胱がん発症までの潜伏

期間が 10 年に満たない場合でも、従事していた作業内容や、ばく露状況などに

よっては、労災保険給付を受けられることがあります。 

  

（労災保険給付の概要） 

・膀胱がん等の治療に必要な補償（療養補償給付） 

・賃金を受けられない場合の補償（休業補償給付） 

・遺族に対する補償（遺族補償給付） 

   

この件に関するお問い合わせは、お近くの都道府県労働局または労働基準監督署に

お願いします（裏面をご覧下さい）。 

また、労災保険給付に関する一般的なご質問については、「労災保険相談ダイヤ

ル」でも受け付けています。 

ＴＥＬ：０５７０－００６０３１／平日 ８:３０～１７:１５ 

※ ご利用の際は、通話料がかかります。一部ＩＰ電話等からはご利用になれません。 

厚生労働省労働基準局補償課 



都道府県 郵便番号 住所 電話番号

北 海 道

青 森

岩 手

宮 城

秋 田

山 形

福 島

茨 城

栃 木

群 馬

埼 玉

千 葉

東 京

神 奈 川

新 潟

富 山

石 川

福 井

山 梨

長 野

岐 阜

静 岡

愛 知

三 重

滋 賀

京 都

大 阪

兵 庫

奈 良

和 歌 山

鳥 取

島 根

岡 山

広 島

山 口

徳 島

香 川

愛 媛

高 知

福 岡

佐 賀

長 崎

熊 本

大 分

宮 崎

鹿 児 島

沖 縄

060-8566

030-8558

020-8522

983-8585

010-0951

990-8567

960-8021

310-8511

320-0845

371-8567

330-6016

260-8612

102-8306

231-8434

950-8625

930-8509

920-0024

910-8559

400-8577

380-8572

500-8723

420-8639

460-0008

514-8524

520-0806

604-0846

540-8527

650-0044

630-8570

640-8581

680-8522

690-0841

700-8611

730-8538

753-8510

770-0851

760-0019

790-8538

781-9548

812-0013

840-0801

850-0033

860-8514

870-0037

880-0805

892-0842

900-0006

札幌市北区北8条西2丁目1番1号札幌第1合同庁舎

青森市新町2-4-25 青森合同庁舎

盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎

仙台市宮城野区鉄砲町1番地仙台第4合同庁舎

秋田市山王7丁目1番3号秋田合同庁舎

山形市香澄町3丁目2番1号山交ビル

福島市霞町1-46 福島合同庁舎

水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎

宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎

前橋市大手町2丁目3番1号前橋地方合同庁舎

さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー

千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎

千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎

横浜市中区北仲通5丁目57番地横浜第2合同庁舎

新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館

富山市神通本町1丁目5番5号富山労働総合庁舎

金沢市西念3丁目4番1号金沢駅西合同庁舎

福井市春山1丁目1番54号福井春山合同庁舎

甲府市丸の内1丁目1番11号

長野市中御所1丁目22-1

岐阜市金竜町5丁目13番地岐阜合同庁舎

静岡市葵区追手町9番50号静岡地方合同庁舎

名古屋市中区栄2丁目3番1号名古屋広小路ビルヂング

津市島崎町327番2 津第二地方合同庁舎

大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎

京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

大阪市中央区大手前4丁目1番67号大阪合同庁舎第2号館

神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号神戸クリスタルタワー

奈良市法蓮町163－1新大宮愛正寺ビル3階

和歌山市黒田2丁目3-3 和歌山労働総合庁舎

鳥取市富安2丁目89-9

松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎

岡山市北区下石井1丁目4番1号岡山第2合同庁舎

広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館

山口市中河原町6番16号山口地方合同庁舎2号館

徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎

高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎

松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎

高知市南金田1-39

福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館

佐賀市駅前中央3丁目3番20号佐賀第2合同庁舎

長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル

熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟

大分市東春日町17番20号大分第2ソフィアプラザビル

宮崎市橘通東3丁目1番22号宮崎合同庁舎

鹿児島市東千石町14-10 天文館大樹生命南国テレホンビル

那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎

011-709-2311

017-734-4115

019-604-3009

022-299-8843

018-883-4275

023-624-8227

024-536-4605

029-224-6217

028-634-9118

027-896-4738

048-600-6207

043-221-4313

03-3512-1617

045-211-7355

025-288-3506

076-432-2739

076-265-4426

0776-22-2656

055-225-2856

026-223-0556

058-245-8105

054-254-6369

052-855-2147

059-226-2109

077-522-6630

075-241-3217

06-6949-6507

078-367-9155

0742-32-1910

073-488-1153

0857-29-1706

0852-31-1159

086-225-2019

082-221-9245

083-995-0374

088-652-9144

087-811-8921

089-935-5206

088-885-6025

092-411-4799

0952-32-7193

095-801-0034

096-355-3183

097-536-3214

0985-38-8837

099-223-8280

098-868-3559

都道府県労働局一覧

◆お問い合わせ先一覧
《お近くの労働基準監督署または都道府県労働局》
（所在地一覧）http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/



 

事業主の皆さまへ  

  

～ MOCA を取り扱う作業に従事されていた 

労働者等への労災保険制度の周知等のお願いについて ～ 

  

労働基準行政の推進につきまして、平素からご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、国内の化成品等を製造する工場において、３，３’－ジクロロ－４，４’－ジア

ミノジフェニルメタン（MOCA）を取り扱う業務に従事していた労働者に発症した膀胱

がんの労災請求があったことを受け、厚生労働省において、MOCA のばく露と膀胱がん

の発症との関連性について検討を行った結果、令和２年 12 月に、現時点の医学的知見

が、報告書として取りまとめられました。  

この報告書で示された MOCA のばく露と膀胱がんの発症との関連性については、概

ね次のとおりであり、MOCA のばく露により膀胱がんを発症したとして労災請求がなさ

れた事案については、この考え方に基づき業務と膀胱がんの関連性を検討し、労災保険

給付の可否を判断します。  

  

① MOCA のばく露業務に５年以上従事した労働者に発症した膀胱がんは、潜伏期間が

10 年以上認められる場合、その業務が有力な原因となって発症した可能性が高いも

のと考えること。  

② MOCA のばく露業務への従事期間が５年または潜伏期間が 10 年に満たない場合

は、作業内容、ばく露状況、発症時の年齢、既往歴の有無、喫煙の有無などを勘案し

て、業務と膀胱がんとの関連性を検討すること。  
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過去に MOCA を取り扱っていた労働者の中には、膀胱がんを発症された方がいる可

能性があることから、厚生労働省では、MOCA を過去に取り扱っていた、または現在取

り扱っている事業場に対して、所属の労働者、既に退職されている労働者やそのご遺族

の方々に、労災保険制度の周知と労災請求等の勧奨をしていただくよう要請することに

しましたので、貴事業場におかれましても、趣旨をご理解の上、ご協力いただくようお

願い申し上げます。 

※ MOCA により膀胱がんを発症した労働者に関する労災請求権の消滅時効については、報

告書の公表日（令和２年 12 月 22 日）から進行します。 

なお、制度の概要や請求手続き等については、同封のパンフレット「労災保険給付の

概要」、「請求（申請）のできる保険給付等」をご参照いただくとともに、退職された労

働者や、そのご遺族の方々への周知等に当たっては、別添のお知らせの書面をご活用く

ださい。  

また、現在 MOCA を取り扱う業務に従事している労働者で、特殊健康診断等によ

り、膀胱がんと診断された方についても、同封のパンフレット等により、労災保険制度

の周知と労災請求の勧奨をしていただきますようお願いします。  

  

労災保険制度や労災請求の手続き等についてご不明な点がありましたら、最寄りの都

道府県労働局または労働基準監督署までお問い合わせいただきますようお願い申し上げ

ます。  

※ 「労災保険給付の概要」、「請求（申請）のできる保険給付等」のほか、労災補償関係の

パンフレット等については、厚生労働省ホームページにも掲載しています 

（URL：https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pamphlet_faq.html）。 

また、「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上外に関する検討会」報告書

についても同様に、厚生労働省ホームページに掲載しています。  

 

パンフレット検索方法 

トップページの「テーマ別に探す」→雇用･労働の「労働基準」→施策情報の「労災補償」→

労災補償給付の種類→各種パンフレット・FAQ はこちら 

報告書検索方法 

芳香族アミン検討会で検索→厚生労働省「芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業

務上外に関する検討会」→2020（令和２）年 12 月 22 日の報道発表資料 

令和３年３月 厚生労働省労働基準局補償課 



 

参考：MOCA による健康障害防止対策について 

MOCA を現在取り扱っている事業場及び過去に取り扱っていた事業場に対して、以下

の対策をお願いしていますので、改めてご留意頂きますようお願いいたします。 

１ 特化則に基づくばく露防止措置等の徹底（現在取扱事業場） 

  MOCA の製造・取扱いを現在行っている事業場においては、特定化学物質傷

害予防規則（特化則）に基づくばく露防止措置を徹底すること。 

 その際、設備的な対策のみならず、関係労働者の作業方法や保護具の着用・管

理等についても必要な対策を講じること。また、経気道ばく露に限らず、保護手

袋の着用や休憩室への入室の際の付着物の除去など、経皮ばく露や経口ばく露の

防止措置も講じること。 

 

２ 特化則に基づく健康管理の徹底等（現在取扱事業場、過去取扱事業場） 

 現に MOCA を取り扱っている労働者及び過去に取り扱ったことのある労働者

であって現在も雇用しているものに対して、平成 29 年４月から施行された改正

後の特化則に基づく特殊健康診断（膀胱がん等の尿路系の障害（腫瘍等）を予

防・早期発見するための項目が追加されたもの）の実施を徹底すること。 

 なお、MOCA を取り扱ったことのある労働者であって既に退職しているものに

ついては、今後、専門家の意見を聴取し、必要な措置を講じる予定としている

が、それまでの間、特化則に基づく特殊健康診断と同様の内容の検査の受検を勧

奨すること。 

 

３ 特化則に基づく記録の保存期間の延長（現在取扱事業場、過去取扱事業場） 

  膀胱がん有病歴者の中には、MOCA へのばく露から膀胱がんの発症まで 30 年

以上経過していると考えられる者も確認されていることから、MOCA を現在又は

過去に製造し、若しくは取り扱ったことのある事業場においては、特化則に基づ

く MOCA に関する作業の記録、作業環境測定の評価の記録、特殊健康診断の結

果の記録について、法令上の保存期間（30 年間）を経過後も、引き続き、保存

すること。 

令和３年３月 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 



都道府県 郵便番号 住所 電話番号

北 海 道

青 森

岩 手

宮 城

秋 田

山 形

福 島

茨 城

栃 木

群 馬

埼 玉

千 葉

東 京

神 奈 川

新 潟

富 山

石 川

福 井

山 梨

長 野

岐 阜

静 岡

愛 知

三 重

滋 賀

京 都

大 阪

兵 庫

奈 良

和 歌 山

鳥 取

島 根

岡 山

広 島

山 口

徳 島

香 川
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高 知
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長 崎
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大 分

宮 崎

鹿 児 島

沖 縄
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030-8558
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990-8567
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371-8567
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400-8577

380-8572
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420-8639

460-0008

514-8524

520-0806
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650-0044

630-8570

640-8581
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690-0841

700-8611

730-8538

753-8510

770-0851

760-0019

790-8538

781-9548

812-0013

840-0801

850-0033

860-8514

870-0037

880-0805

892-0842

900-0006

札幌市北区北8条西2丁目1番1号札幌第1合同庁舎

青森市新町2-4-25 青森合同庁舎

盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎

仙台市宮城野区鉄砲町1番地仙台第4合同庁舎

秋田市山王7丁目1番3号秋田合同庁舎

山形市香澄町3丁目2番1号山交ビル

福島市霞町1-46 福島合同庁舎

水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎

宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎

前橋市大手町2丁目3番1号前橋地方合同庁舎

さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー

千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎

千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎

横浜市中区北仲通5丁目57番地横浜第2合同庁舎

新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館

富山市神通本町1丁目5番5号富山労働総合庁舎

金沢市西念3丁目4番1号金沢駅西合同庁舎

福井市春山1丁目1番54号福井春山合同庁舎

甲府市丸の内1丁目1番11号

長野市中御所1丁目22-1

岐阜市金竜町5丁目13番地岐阜合同庁舎

静岡市葵区追手町9番50号静岡地方合同庁舎

名古屋市中区栄2丁目3番1号名古屋広小路ビルヂング

津市島崎町327番2 津第二地方合同庁舎

大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎

京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

大阪市中央区大手前4丁目1番67号大阪合同庁舎第2号館

神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号神戸クリスタルタワー

奈良市法蓮町163－1新大宮愛正寺ビル3階

和歌山市黒田2丁目3-3 和歌山労働総合庁舎

鳥取市富安2丁目89-9

松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎

岡山市北区下石井1丁目4番1号岡山第2合同庁舎

広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館

山口市中河原町6番16号山口地方合同庁舎2号館

徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎

高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎

松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎

高知市南金田1-39

福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館

佐賀市駅前中央3丁目3番20号佐賀第2合同庁舎

長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル

熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟

大分市東春日町17番20号大分第2ソフィアプラザビル

宮崎市橘通東3丁目1番22号宮崎合同庁舎

鹿児島市東千石町14-10 天文館大樹生命南国テレホンビル

那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎

011-709-2311

017-734-4115

019-604-3009

022-299-8843

018-883-4275

023-624-8227

024-536-4605

029-224-6217

028-634-9118

027-896-4738

048-600-6207

043-221-4313

03-3512-1617

045-211-7355

025-288-3506

076-432-2739

076-265-4426

0776-22-2656

055-225-2856

026-223-0556

058-245-8105

054-254-6369

052-855-2147

059-226-2109

077-522-6630

075-241-3217

06-6949-6507

078-367-9155

0742-32-1910

073-488-1153

0857-29-1706

0852-31-1159

086-225-2019

082-221-9245

083-995-0374

088-652-9144

087-811-8921

089-935-5206

088-885-6025

092-411-4799

0952-32-7193

095-801-0034

096-355-3183

097-536-3214

0985-38-8837

099-223-8280

098-868-3559

都道府県労働局一覧

◆お問い合わせ先一覧
《お近くの労働基準監督署または都道府県労働局》
（所在地一覧）http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/


